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                         ２０２２年 ３月１５日 

 

社会福祉法人 リデルライトホーム 

女性活躍推進法 一般事業主行動計画 

 

 ２０２２年４月１日より常時雇用する労働者数が１０１人以上の事業主は「一般事業主行

動計画・公表」に加え、「自社の女性の活躍の活躍に関する情報の公表」も義務化されます。 

男女ともに全職員が継続して活躍できるよう雇用環境の整備を行うため、女性活躍推進法に基

づく一般行動主計画書を下記のとおり策定致しました。 

（※リデルライトホームの女性の活躍に関する状況につきましては、下記の①と②の全項

目から１項目以上選択し公表する義務がありますので、別紙のとおり公表いたします） 

 

１．計画期間 ２０２２年 ４月 １日～２０２３年３月３１日までの１年間 

２．内容 

  

 目標１：子の看護休暇の取得率の向上を図る。 

女性の看護休暇取得率を５０％以上 男性の看護休暇取得率を３５％以上にする。 

＜対策＞ 

●２０２２年４月～２０２３年３月 

 定期的に職員会議やポータルサイトにおいて周知、取得推進  

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによ

って、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動計画を策

定する。 

 

 

 

 

 


